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徳島市危険ブロック塀等耐震化事業 Q&A 
 
 

[手続きについて] 

本 庁 舎 ４ 階 、建 築 指 導 課 の 窓 口 で 配 布 し て お り ま す 。ま た 、市 ホ ー ム ペ

ー ジ か ら も ダ ウ ン ロ ー ド で き ま す 。  

 

押 印 は 不 要 で す 。 た だ し 、 補 助 金 の 請 求 書 に は 必 要 に な り ま す 。  

※ シ ャ チ ハ タ は 使 用 で き ま せ ん 。  

 

耐 震 化 事 業 申 請 は 、 郵 送 で も 構 い ま せ ん が 、 そ の 後 、 提 出 し て い た だ

く 事 業 計 画 及 び 実 績 報 告 は 、 申 し 訳 あ り ま せ ん が 書 類 審 査 の 都 合 、 郵 送

で の 受 付 は で き ま せ ん 。  

 

書 類 の 提 出 は 、 家 族 又 は 施 工 業 者 の 代 理 人 で も 可 能 で す が 、 申 請 書 は 、

本 人 が 記 入（ 家 族 等 が 記 入 し た 場 合 は 、本 人 が 必 ず 申 請 内 容 を 確 認 ）し て

く だ さ い 。  

 

工 事 着 手 前 で あ れ ば 、 い つ で も 可 能 で す 。 た だ し 、 事 業 計 画 及 び 完 了

実 績 報 告 の 提 出 が 、 原 則 、 次 の 時 期 ま で に 可 能 な 場 合 に 限 り ま す 。  

な お 、 受 付 は 先 着 順 の た め 、 予 算 に 達 し た 場 合 、 状 況 に よ っ て は 受 付

を 終 了 す る 予 定 で す 。 そ の 際 は ホ ー ム ペ ー ジ で お 知 ら せ し ま す 。  

  (1)事 業 計 画 書  

内 定 通 知 か ら 30 日 以 内 又 は 内 定 の あ っ た 年 度 の ２ 月 末 の い ず れ か

早 い 日 ま で に 提 出  

    (2)完 了 実 績 報 告 書  

    申 請 を 行 っ た 年 度 の ３ 月 末 ま で に 提 出  

 

 

Ｑ 1 申 請 書 は ど こ で 配 布 し て い ま す か ？  

Ｑ 2 申 請 書 類 に 押 印 は 必 要 で す か ？  

Ｑ 3 申 請 は 郵 送 で も よ い で す か ？  

Ｑ 4 代 理 人 に よ る 申 請 は で き ま す か ？  

Ｑ 5 い つ で も 申 請 は で き ま す か ？  
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補 助 金 交 付 申 請 書 に 必 要 な 書 類 を 添 付 し て 提 出 し て い た だ い た 後 、審

査 し 、危 険 性 が 高 い ブ ロ ッ ク 塀 等 と 確 認 で き た 塀 が 補 助 対 象 と な り ま す 。 

 

個 人 、 法 人 を 問 わ ず 申 請 が で き ま す 。 た だ し 、 次 の い ず れ か に 該 当 す

る 場 合 は 申 請 が で き ま せ ん 。  

(1)販 売 を 目 的 と し て 整 地 や 解 体 等 を す る 際 に ブ ロ ッ ク 塀 等 の 撤 去 等 を

行 う 場 合  

(2)都 市 計 画 法 第 29 条 に 規 定 す る 開 発 行 為 に 伴 う ブ ロ ッ ク 塀 等 の 撤 去

等 を 行 う 場 合  

(3)補 助 金 交 付 決 定 の 前 に 工 事 着 手 し て い る 場 合  

 （ 3 ペ ー ジ Q１ ３ に 該 当 す る 場 合 は 除 く ）  

(4)ブ ロ ッ ク 塀 等 に 対 し て 、 他 の 補 助 や 補 償 を 受 け よ う と す る 場 合 又 は

受 け て い る 場 合  

（ 狭 あ い 道 路 整 備 事 業 、 既 存 木 造 耐 震 化 促 進 事 業 な ど ）   

 

配 偶 者 若 し く は 親 子 で あ れ ば 申 請 は 可 能 で す 。 だ だ し 、 申 請 の 前 に 所

有 者 に 撤 去 等 の 了 承 を 得 て お い て く だ さ い 。  

 

申 請 者 が ブ ロ ッ ク 塀 等 の 所 有 者 で あ れ ば 申 請 は 可 能 で す 。 管 理 の み 場

合 は 、 所 有 者 か ら 撤 去 等 す る 同 意 を 得 て 、 申 請 書 に 同 意 書 を 添 付 し て く

だ さ い 。 な お 、 貸 し 主 （ 所 有 者 ） が 申 請 す る 場 合 は 、 申 請 の 前 に 借 り 主

に 撤 去 等 の 了 承 を 得 て お い て く だ さ い 。  

 

申 請 者 の 名 前 で 見 積 書 を 提 出 し て い た だ く よ う 施 工 業 者 に 依 頼 し て く

だ さ い 。  

 

補 助 対 象 と 補 助 対 象 外 を 分 け た 内 訳 明 細 書 が 付 い て い れ ば 金 額 が 含 ま

れ て い て も 結 構 で す 。  

Ｑ 6 申 請 す る と 補 助 対 象 と な り ま す か ？  

Ｑ 7 申 請 が で き る の は 、 個 人 の み で す か ？  

Ｑ 8 所 有 は 親 で す が 、管 理 は 私 (子 )が し て い ま す 。私 が 申 請 で き ま す か ？  

Ｑ 9 借 地 で す が 、 借 り 主 が 申 請 で き ま す か ？  

Ｑ 10 見 積 書 は 誰 の 名 前 で 出 し て も ら え ば い い で す か ？  

Ｑ 11 見 積 書 に 補 助 対 象 外 の 金 額 が 含 ま れ て い て も い い で す か ？  
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結 構 で す 。 A4 縦 サ イ ズ １ 枚 に ３ コ マ 程 度 が 入 る 大 き さ で 印 刷 し て く だ

さ い 。複 数 に な っ て も 構 い ま せ ん の で 、ブ ロ ッ ク 塀 全 体 及 び 不 適 合 部 分 が

確 認 で き る よ う 撮 影 を お 願 い し ま す 。  

 

申 請 で き ま せ ん 。  

 

市 か ら の 交 付 決 定 の 通 知 を 受 け た 後 、施 工 業 者 等 と 契 約 し 工 事 に 着 手 し

て く だ さ い 。 決 定 通 知 前 に 着 手 し た 場 合 は 、 補 助 の 対 象 外 に な り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ 12 添 付 の 写 真 は 、カ ラ ー プ リ ン タ ー で 印 刷 し た も の で も よ い で す か ？  

Ｑ 13 工 事 が 既 に 終 わ っ て い る（ 着 手 し て い る ）場 合 は 申 請 で き ま す か ？  

Ｑ 14 工 事 は い つ か ら で き ま す か ？  
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 [補助金について] 

同 一 の 土 地 で 、 過 去 に こ の 事 業 で 補 助 金 の 交 付 を 受 け た 人 は 、 補 助 を

受 け る こ と が で き ま せ ん 。 同 一 の 土 地 、 一 回 限 り の 補 助 で す 。  

 

受 け ら れ ま せ ん 。 次 の い ず れ か を 満 た す 業 者 に 工 事 を 依 頼 し て く だ さ

い 。  

(1)建 設 業 法 第 ３ 条 第 １ 項 の 許 可 を 受 け た 建 設 業 者  

(2)建 設 リ サ イ ク ル 法 第 21 条 第 １ 項 の 登 録 を 受 け た 解 体 工 事 業 者  

（ 撤 去 工 事 の み の 場 合 ）  

 

受 け ら れ ま す 。 そ の 場 合 、 補 助 対 象 が 確 認 で き る 見 積 書 と 補 助 対 象 を

ま と め た 集 計 表 を 提 出 し て く だ さ い 。  

 

補 助 金 交 付 決 定 金 額 以 上 の 補 助 金 は 交 付 さ れ ま せ ん 。 ま た 、 撤 去 （ 改

善 ） か ら 転 換 （ 設 置 ） へ 工 事 を 変 更 し た 場 合 も 補 助 金 は 増 額 さ れ ま せ

ん 。   

Ｑ 1 補 助 金 は 何 度 で も 受 け ら れ ま す か ？  

Ｑ 2 DIY（ 日 曜 大 工 ） で 工 事 を し た 場 合 、 補 助 金 は 受 け ら れ ま す か ？  

Ｑ ３  複 数 の 業 者 に よ っ て 工 事 す る 場 合 、 補 助 金 は 受 け ら れ ま す か ？  

Ｑ 4 申 請 の 際 よ り 増 額 と な っ た 場 合 、 補 助 金 も 増 額 さ れ ま す か ？  
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[対象工事について] 

  建 物 を 建 築 す る た め に 必 要 な 道 路 の こ と で す 。 大 ま か に は 、 不 特 定 多 数

の 人 や 車 が 自 由 に 通 行 で き る 状 態 に な っ て い る 道 路 が 該 当 し ま す が 、 詳

し く は お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 ま た 、 補 助 対 象 に な る 道 路 か ど う か 判 断

し が た い 場 合 も お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  

 

法 ４ ３ 条 第 ２ 項 に 適 合 す る 道 及 び 通 路 で 一 般 の 交 通 の 用 に 供 さ れ て い

る 場 合 は 補 助 対 象 と な り ま す 。 詳 し く は お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  

 

  対 象 に な り ま す 。  

た だ し 、 法 第 42 条 第 ２ 項 の 道 路 （ 以 下 「 2 項 道 路 」 と い う 。） に 該 当

す る た め 、 道 路 の 中 心 か ら 両 側 に そ れ ぞ れ ２ ｍ （ 反 対 側 が 水 路 、 川 、 が

け 地 等 の 場 合 は 反 対 側 の 境 界 か ら ４ ｍ ） 後 退 （ セ ッ ト バ ッ ク ） し な け れ

ば な り ま せ ん 。 そ の 場 合 、 道 路 後 退 内 に は 、 建 物 、 門 、 塀 、 擁 壁 な ど を

造 る こ と は で き ま せ ん 。  

な お 、 対 側 地 や 隣 地 の 所 有 者 な ど の 関 係 者 と 道 路 後 退 の 位 置 を 確 定 す

る 必 要 が あ り ま す の で 、 時 間 や 費 用 が 必 要 と な る こ と も あ り ま す 。  

 

  対 象 に な り ま す 。 た だ し 、 道 路 を 管 轄 す る 自 治 体 か ら 補 助 を 受 け て い る

場 合 は 対 象 外 で す 。  

 

対 象 に な り ま せ ん 。 道 路 等 に 面 す る 部 分 の み が 補 助 の 対 象 で す 。  

 

大 地 震 で 倒 れ た 際 に 人 命 に 被 害 を 加 え る 恐 れ が あ る 場 合 は 、補 助 対 象

と な り ま す 。 詳 し く は お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  

Ｑ 1 建 築 基 準 法（ 以 下「 法 」と い う ）に 規 定 す る 道 路 と は ど の よ う な 道 路

で す か ？  

Ｑ 2 法 ４ ３ 条 の 規 定 に よ り 安 全 上 支 障 が な い と 認 め ら れ た 道 は 、 補 助 対

象 で す か ？  

Ｑ 3 幅 員 ４ ｍ 未 満 の 道 路 (裏 界 通 路 を 除 く )に 面 し て い ま す が 、補 助 対 象 に

な り ま す か ？  

Ｑ 4 ブ ロ ッ ク 塀 等 は 市 内 に あ り ま す が 、面 す る 道 路 が 市 外 で す 。補 助 対 象

に な り ま す か ？   

Ｑ 5 隣 地 沿 い に あ る ブ ロ ッ ク 塀 も 補 助 対 象 で す か ？  

Ｑ 6 道 路 と ブ ロ ッ ク 塀 と の 間 に 開 渠 水 路 が あ る が 、 補 助 対 象 で す か ？  
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原 則 、対 象 外 で す が 、避 難 路 や 通 学 路 な ど で 地 域 の 重 要 な 役 割 を 果 た

す 通 路 で あ れ ば 対 象 に な る 場 合 が あ り ま す の で 、 詳 し く は お 問 い 合 わ せ

く だ さ い 。  

 

対 象 に な り ま せ ん 。  

 

コ ン ク リ ー ト 造 な ど 安 全 な 擁 壁 に 変 更 し て い た だ く 必 要 が あ り ま す 。 

 

 ブ ロ ッ ク を 縁 石 と し て 置 く こ と は 可 能 で す が 、費 用 は 補 助 対 象 外 で す 。 

 た だ し 、 コ ン ク リ ー ト 造 の 基 礎 を 設 け 、 モ ル タ ル な ど で 縁 石 を 適 切 に

固 定 し た 場 合 は 、 補 助 対 象 と な り ま す 。  

 

  事 業 を 利 用 し た 場 合 、道 路 等 か ら の 高 さ が 40cm を 超 え る ブ ロ ッ ク 塀

等 を 設 置 す る こ と は で き ま せ ん 。  

こ の 事 業 は 大 地 震 に 備 え 、 既 に 危 険 性 の 高 い ブ ロ ッ ク 塀 等 を 撤 去 し 、

将 来 に 渡 り ブ ロ ッ ク 塀 等 が 倒 れ て 人 命 に 被 害 を 加 え る こ と の 防 止 と 避 難

や 救 助 消 火 活 動 等 が 円 滑 で き る よ う 道 路 機 能 の 確 保 を 目 的 と し て い ま す 。 

 

対 象 で す 。  

た だ し 、 2 ペ ー ジ Q７ の (4)に 該 当 す る 場 合 は 対 象 外 で す 。  

 

市 で は 、紹 介 し て お り ま せ ん 。電 話 帳 、イ ン タ ー ネ ッ ト や 耐 震 改 修 施

工 者 等 名 簿 （ 徳 島 県 ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 ） で お 調 べ く だ さ い 。  

 

 

 

 

 

Ｑ 7 里 道 や 暗 渠 水 路 の み に 面 す る 場 合 は 補 助 対 象 で す か ？  

Ｑ 8 樹 木 や 門 扉 の 撤 去 （ 移 転 ） は 補 助 対 象 で す か ？  

Ｑ 9 ブ ロ ッ ク 塀 等 が 土 留 め を 兼 ね て い る が 撤 去 の 必 要 は あ り ま す か ？  

Ｑ 10 道 路 等 と 敷 地 の 境 界 区 切 り に ブ ロ ッ ク を 置 く こ と は で き ま す か ？  

Ｑ 11 ブ ロ ッ ク 塀 等 を 設 置 す る こ と は で き ま す か ？  

Ｑ 12 建 物 の 建 て 替 え に 伴 う 撤 去 も 補 助 の 対 象 で す か ？  

Ｑ 1３  施 工 業 者 を 紹 介 し て も ら え ま す か ？  
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[補助メニュー] 

 (1)耐 震 化 事 業 申 請 書 の 提 出  

↓ 書 類 審 査  →  →  →  →  →  否 （ 補 助 対 象 外 ）  

○ 内 定 通 知 （ 市 が 通 知 し ま す ）  

↓  

(2)事 業 計 画 書 の 提 出  

↓ 書 類 審 査 ・ 現 地 確 認  

○ 補 助 金 交 付 決 定 通 知 （ 市 が 通 知 し ま す ）  

↓  

(3)施 工 業 者 と 契 約 後 、 工 事 着 手   

 

{ブロック塀等撤去事業} 

ブ ロ ッ ク 塀 等 の 撤 去 工 事 の み に 補 助 す る 事 業 で す 。  

詳 し く は 、 別 表 第 ３ （ 補 助 要 件 ） の ④ ブ ロ ッ ク 塀 等 撤 去 事 業 （ ホ ー ム

ペ ー ジ に 掲 載 ） を ご 覧 く だ さ い 。  

 

別 表 第 ５ （ ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 ） を ご 覧 く だ さ い 。  

 

{ブロック塀等改善事業} 

高 さ や 控 壁 な ど が 基 準 を 満 た し て い な い が 、「 基 礎 が あ り 、傾 き 、ひ び

割 れ 、 ぐ ら つ き 、 土 留 め を 兼 ね て い な い 」 な ど の 基 準 を 満 た す ブ ロ ッ ク

塀 等 の 高 さ を 道 路 か ら 40cm 以 下 に 下 げ る 工 事 に 補 助 す る 事 業 で す 。   

 詳 し く は 、 別 表 第 ３ （ 補 助 要 件 ） の ⑤ ブ ロ ッ ク 塀 等 改 善 事 業 （ ホ ー ム

ペ ー ジ に 掲 載 ） を ご 覧 く だ さ い 。  

 

別 表 第 ５ （ ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 ） を ご 覧 く だ さ い 。  

 

Ｑ 1 申 請 か ら 工 事 着 手 ま で の 手 続 き の 流 れ は ど の よ う な も の で す か ？  

Ｑ 2 具 体 的 に ど の よ う な 工 事 が 補 助 対 象 に な り ま す か ？  

Ｑ 3 申 請 に 必 要 な 書 類 は ど の よ う な も の で す か ？  

Ｑ 4 具 体 的 に ど の よ う な 工 事 が 補 助 対 象 に な り ま す か ？  

Ｑ 5 申 請 に 必 要 な 書 類 は ど の よ う な も の で す か ？  
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で き ま せ ん 。 改 善 事 業 は 既 ブ ロ ッ ク 塀 等 を 対 象 に し た も の で 、 フ ェ ン

ス を 設 置 し た 場 合 、 安 全 か ど う か 確 認 が で き な い た め で す 。  

 

で き ま す 。 ま た 、 別 表 第 ３ の ⑥ 軽 量 な フ ェ ン ス 等 転 換 事 業 又 は ⑦ 生 垣

設 置 事 業 の 補 助 要 件 を 満 た せ は 補 助 の 対 象 に も な り ま す 。  

 

{軽量なフェンス等転換事業} 

  ブ ロ ッ ク 塀 等 の 撤 去 等 の 後 、 続 け て 、 軽 量 な フ ェ ン ス 等 に 転 換 す る 補

助 事 業 で す 。  

詳 し く は 、別 表 第 ３（ 補 助 要 件 ）の ⑥ 軽 量 な ブ ロ ッ ク 塀 等 転 換 事 業（ ホ

ー ム ペ ー ジ に 掲 載 ） を ご 覧 く だ さ い 。  

 

フ ェ ン ス を 設 置 す る 工 事 の み は 対 象 外 で す 。  

 

  万 一 倒 れ て も 人 命 に 被 害 を 加 え に く く 撤 去 が 容 易 な も の で す 。目 安 は 、

工 事 の 際 、 人 力 で 運 搬 で き る 程 度 の 重 さ で 、 一 般 的 に 普 及 し て い る 「 網

状 の フ ェ ン ス 」 や 「 ア ル ミ 製 の フ ェ ン ス 」 な ど が 該 当 し ま す 。  

 

別 表 第 ５ （ ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 ） を ご 覧 く だ さ い 。  

 

客 観 的 に 確 認 で き る 書 類 で あ れ ば 結 構 で す 。 例 え ば 、 次 の よ う な 書 類

を 想 定 し て い ま す 。  

(1)地 積 測 量 図 や 現 地 測 量 を 基 に 道 路 後 退 の 位 置 を 明 確 に 図 示 し 、 対 側

地 及 び 隣 地 の 所 有 者 か ら 境 界 に つ い て の 同 意 印 が あ る も の 。 そ の 場

合 、 最 新 の 公 図 の 写 し 及 び 補 助 対 象 地 を 含 む 関 係 者 の 土 地 登 記 簿 謄

本 の 写 し を 提 出 し て く だ さ い 。  

(2)境 界 確 定 書 を 基 に 道 路 後 退 の 位 置 を 明 確 に 図 示 し た も の 。 そ の 場

合 、 境 界 確 定 書 の 写 し を 提 出 し て く だ さ い 。  

Ｑ 6 改 善 後 の ブ ロ ッ ク 塀 等 の 上 部 に フ ェ ン ス を 設 置 で き ま す か ？  

Ｑ 7 改 善 後 に 敷 地 側 に フ ェ ン ス や 生 垣 を 設 け る こ と は で き ま す か ？  

Ｑ 8 具 体 的 に ど の よ う な 工 事 が 補 助 対 象 に な り ま す か ？  

Ｑ 9 新 設 フ ェ ン ス の み を 設 置 し た い が 、 補 助 対 象 の 工 事 で す か ？  

Ｑ 10 軽 量 な フ ェ ン ス と は ど の よ う な も の で す か ？  

Ｑ 11 申 請 に 必 要 な 書 類 は ど の よ う な も の で す か ？  

Ｑ 12 ２ 項 道 路 に 面 す る 場 合 の 書 類 で 、「 道 路 後 退 が 確 定 し て い る こ と が

確 認 で き る も の 」 は ど の よ う 書 類 で す か ？  
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{生垣設置事業} 

ブ ロ ッ ク 塀 等 の 撤 去 等 の 後 、 続 け て 、 生 垣 を 設 置 す る 補 助 事 業 で す 。

詳 し く は 、 別 表 第 ３ （ 補 助 要 件 ） の ⑦ 生 垣 設 置 事 業 （ ホ ー ム ペ ー ジ に 掲

載 ） を ご 覧 く だ さ い 。  

 

生 垣 を 設 置 す る 工 事 の み は 対 象 外 で す 。  

 

別 表 第 ５ （ ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 ） を ご 覧 く だ さ い 。  

 

 

以  上  

Ｑ 13 具 体 的 に ど の よ う な 工 事 が 補 助 対 象 に な り ま す か ？  

Ｑ 14 生 垣 の み を 設 置 し た い が 、 補 助 対 象 の 工 事 で す か ？  

Ｑ 15 申 請 に 必 要 な 書 類 は ど の よ う な も の で す か ？  


